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IP-PBX ソフトウェア クラウドサービス利⽤規約 
 
第 1 条(本規約の適⽤範囲) 
この「IP-PBX ソフトウェア クラウドサービス利⽤規約」(以下、「本規約」といいます)
は、エヴィクサー株式会社(以下、「当社」といいます)の提供する Asterisk をベースとした
IP-PBX ソフトウェア（以下、「本ソフトウェア」といいます）および関連サービス(以下、
「本サービス」といいます)に関し、本サービスの利⽤を申し込み、当社がこれを承諾して
本規約に基づく本サービスの利⽤個別契約(以下、「利⽤個別契約」といいます)を締結した
お客様(以下、「お客様」といいます)と、当社との本サービスに関する全ての関係について
適⽤されるものとします。 
2.本利⽤規約に定める諸条項は、お客様と当社との間で、本サービスに関し、別途締結され
る利⽤個別契約で特定されるものとします。 
3.利⽤個別契約において、本規約の⼀部の適⽤を排除し、または本規約と異なる事項を定め
たときは、利⽤個別契約の定めが優先するものとします。 
 
第 2 条(本サービス等の利⽤にあたっての前提事項) 
お客様は本規約および利⽤個別契約を誠実に遵守して本サービスを利⽤するものとします。 
2.本サービスには、本サービスに付随する当社所定のサービス拡張機能(以下、「オプション
機能」といいます)があり、お客様は、設計ないし設置状況等の当社所定の条件を満たす場
合、別途当社が定める利⽤料を⽀払うことによりオプション機能を利⽤することができま
す。 
3.本サービスとオプション機能は、当社が保有する設備および本ソフトウェアを、お客様が
使⽤する機器およびインターネット専⽤線・公衆回線等を通じて⾮独占的に利⽤すること
により⾏われます。 
 
第 3 条(本規約の変更) 
当社は、お客様の事前の承諾なくして本規約を変更することがあります。この場合には、本
サービスの利⽤条件は、変更後の本規約によるものとします。 
2.当社は、本規約を変更した場合には、次条に定める⽅法により、お客様に当該変更内容を
通知するものとし、当該変更内容を通知した後、お客様が本サービスを利⽤した場合⼜は
30 ⽇以内に当該変更を承諾しない旨の通知が当社に到達しなかった場合は、お客様は、当
該内容変更を承諾したものとみなします。 
 
第 4 条(当社からの変更内容の通知) 
当社からお客様への本規約の変更内容の通知は、本規約に特段の定めのない限り、変更内容
を電⼦メール、または当社ホームページ上のサービスニュース、その他当社が適当と認める
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⽅法により⾏われるものとします。 
2.当社ホームページ上の掲⽰場所は下記の URL に、新しい⽇付のものを優先するものとし
ます。 
  当社ホームページ：https://www.evixar.com/ 
3.お客様は、随時当社ホームページの閲覧を⾏う等により、当社からの本規約の変更内容の
通知を遅滞なく確認する義務を負うものとします。ここで⾔う確認とは、当該掲⽰を画⾯上
に表⽰する等により、内容を熟読する作業を指します。 
 
第 5条(本サービスの構成) 
本サービスは、以下の初期導⼊サービスと機能提供サービス(以下「機能提供サービス」と
いいます)から構成されます。 
■初期導⼊サービス 
・Fusionクラウドサーバーにて IP-PBX ソフトウェアを構築 
・IP-PBX ソフトウェアとフュージョン・コミュニケーションズの IP 電話網との連携 
・本サービスで提供する IP-PBX ソフトウェアの利⽤マニュアル 
・セキュリティ対策（不正レジスト対策） 
 
■機能提供サービス 
【通 話】 
・内線発信 
・外線発着信 
・発信者番号通知 
・着信⾳鳴り分け 
・グループ着信 
・発信チャネル指定 
 
【保留・転送】 
・⾃⼰保留 
・コールパーク 
・ブラインド転送 
・不在転送 
・話中転送 
・不応答転送 
・ボイスメール転送 
 
【付加機能】 
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・通話履歴 
・通話録⾳ 
・ガイダンス再⽣ 
・ボイスメール録⾳ 
・通話監視 
・割り込み通話・ささやき 
・通話ログ 
・通話録⾳ 
・三者通話 
・⾳声会議 
・IVR 
・時間別設定 
 
第 6条(利⽤申込⽅法) 
本サービスの利⽤希望者は、「本規約」、「利⽤個別契約」(サービス内容、利⽤料⾦等の利⽤
個別契約の具体的内容について記載があるもの。以下同じ)および「使⽤許諾条件」に同意
した上で、当社所定の⼿続に従い、本サービスの利⽤の申込を⾏うものとします。 
2.利⽤申込を⾏う場合、当社所定の「利⽤申込書」に必要事項をご記⼊の上、当社宛に郵送
若しくは FAX にて申し込むものとします。「利⽤申込書」は当社宛に電話若しくは FAX、
電⼦メールにて事前に請求するものとします。なお、電話若しくは FAX の誤通信及び電⼦
メールの誤送信により⽣じた損害について、当社は⼀切の責任を負わないものとします。 
 
第 7条(利⽤申込の承諾) 
当社は、「利⽤申込書」が当社に到達した場合、次項に定める場合を除いて、本サービスの
利⽤申込を承諾します。 
2.当社は、以下の場合には、本サービスの利⽤申込を承諾しない場合があります。 
(1) 「利⽤申込書」に虚偽、誤記⼜は記⼊漏れがある場合。 
(2) 利⽤希望者が仮差押、差押、競売、破産、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、特別
清算開始等の申⽴てがなされている場合。 
(3) 利⽤希望者が⼿形交換所の取引停⽌処分を受けている場合、⼜はその他⽀払停⽌の状況
にある場合。 
(4) 利⽤希望者が公租公課の滞納処分を受けている場合。 
(5) 利⽤希望者の本サービス利⽤⽬的が社会通念上、不適切である事が合理的に判断できる
場合。 
(6) 利⽤希望者に対する本サービスの提供が技術上困難である場合。 
(7) 利⽤希望者が本規約に違反するおそれがあると判断できる場合。 
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(8) その他、当社が、利⽤希望者に本サービスを提供するには不適当と判断する場合。 
 
第 8条(利⽤個別契約の成⽴) 
利⽤個別契約は、当社が第 7 条に従って本サービスの利⽤申込を承諾し、利⽤希望者に対
して、サービス開始通知書（本サービスを利⽤するために必要となるログイン⽤の契約会社
ID、ユーザ ID及びパスワード(以下「アカウント」といいます)が記された通知書）を電⼦
メールにて送信若しくは書⾯にて郵送したときに成⽴するものとします。 
 
第 9条(最短利⽤期間・中途解約) 
本サービスの利⽤が開始される⽇(以下、「利⽤開始⽇」といいます)は、前条の承諾後、お
客様と当社とで協議の上決定した⽇とします。 
2.本サービスの最短利⽤期間は、利⽤開始⽇から 36 ヶ⽉間とします。当該最短利⽤期間中
においては、お客様からの利⽤個別契約の⼀部ないし全部の解約は⼀切受け付けないもの
とします。 
3.最短利⽤期間経過後に、お客様がお客様の事情により本サービスの利⽤を終了させるため
利⽤個別契約の中途解約を希望する場合には、解約希望⽇の 30 ⽇前までに当社所定の「解
約申請書」を提出していただきます。 
4. 最短利⽤期間中において、当社が第 29条または第 30 条に基づいて利⽤個別契約を解除
した場合は、お客様は、違約⾦として、解約⽇以降最短利⽤期間満了⽇までの残余の期間に
対応する利⽤料⾦を当社に対し直ちに⽀払うものとします。 
 
第 10 条(契約の変更) 
お客様が契約会社 ID、ユーザ ID もしくはオプション機能の新規追加ないし契約数の変更
(以下、「契約変更」といいます)を希望する場合、当社所定の「変更注⽂書」にて届け出る
ものとします。なお、契約数を 0 にする場合は、解約として前条の⼿続によるものとしま
す。 
2.当社は、前項の「変更注⽂書」が届いた場合、第 7条および第 8条に準じ、契約変更の申
込を承諾するものとします。 3.契約変更は、⽉の途中では実施できないものとし、前項に
従い当社が承諾した⽇の属する⽉末締め翌⽉末⽇をもって契約変更を反映するものとしま
す。 
 
第 11 条(利⽤環境等) 
お客様は、⾃⼰の費⽤と責任において、当社が定める条件にてお客様の設備を設定し、お客
様の設備及び本サービス利⽤のための環境を維持するものとします。 
2.お客様は、本サービスを利⽤にするにあたり⾃⼰の責任と費⽤をもって、電気通信事業者
等の電気通信サービスを利⽤してお客様の設備をインターネットに接続するものとする。 
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3.当社は、当社が定める条件にてお客様が準備した機器等や利⽤環境等の不具合については、
⼀切の保証をせず、また何らの責任も負わないこととします。 
 
第 12 条(提供するサービス等) 
当社が利⽤個別契約に従いお客様に対し提供する本サービスは、当社が承諾した「利⽤申込
書」において特定されている利⽤個別契約書に定める条件下において提供されるものであ
り、その内容は、利⽤個別契約書の定めに拠るものとなります。 
2.本サービスは、インターネット回線を利⽤した IP 電話のクラウド型 PBX サービスですの
で、インターネット回線の混雑状況により⾳質が悪くなったり、切断されたりする可能性が
あります。また、その通話のセキュリティを完全に保証するものではありません。 
3.当社は本サービスについて、理由の如何を問わず、お客様に事前の通知を要せずに、本サ
ービスの使⽤に関しての⼀般的取扱⽅法や制限、本サービスに関する内容の全部⼜は⼀部
を変更・追加・終了することができるものとし、これに伴ってお客様⼜はその他の第三者に
⽣じた損害につき、⼀切その責任を負わないものとします。 
 
第 13 条(サポート体制・障害対応) 
本サービスに関する問い合わせについては、当社所定の休⽇を除く平⽇ 10時 00分から 17
時 00分までとし、問い合わせ⽅法は電⼦メールにて受け付けるものとします。 
2.電⼦メールによる問い合わせ先は、「japan_support＠evixar.com」とします。 
 
第 14 条(利⽤料⾦等) 
お客様は、利⽤個別契約書に定める条件及び⽅法に従い、本サービスの利⽤料⾦(以下、「利
⽤料⾦等」といいます)を⽀払うものとします。 
2.利⽤料⾦等のうち、IP-PBX サーバー利⽤料⾦は⽉額⼀律料⾦となります。 
3.利⽤料⾦等のうち、通話料⾦に係る費⽤は 1カ⽉単位の課⾦となります。 
4.お客様と当社との間に⽣じた紛争を理由としてお客様が⽀払を拒絶した場合、当該紛争が
解決され、利⽤料⾦等が当社に⽀払われるまでの間、当社は、事前に通知することなく、お
客様に対する本サービスの提供を中断することができるものとします。 
 
第 15条(利⽤料⾦等のお⽀払) 
お客様は、当社がお客様に対し請求を⾏った⽇の属する⽉の翌⽉の 25⽇までに、当社指定
の⾦融機関⼝座へ振込みにてお⽀払いいただきます。尚、⽀払期⽇が祝祭⽇の⽉は、前営業
⽇を⽀払い期⽇とします。 
 
第 16条(消費税等の負担) 
本サービスの利⽤料⾦等に係る消費税相当額は、お客様がこれを負担するものとし、当社
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は、消費税相当額の計算において 1 円未満の端数が⽣じた場合は、その端数を切り捨てる
ものとします。 
 
第 17条(延滞利息) 
お客様は、利⽤料⾦等を当社指定の⽀払期⽇までに、その⽀払いを⾏わない場合、⽀払期⽇
の翌⽇から起算して⽀払実施⽇まで、年 14.6%の割合による延滞利息⾦を利⽤料⾦等と併
せて⽀払う義務を負うものとします。 
 
第 18条(相殺禁⽌) 
お客様は、利⽤個別契約に基づき当社に対して負担する債務を、お客様が当社に有する債権
をもって相殺することはできないものとします。 
 
第 19条(アカウントの管理) 
当社は、利⽤開始⽇までに、お客様が本サービスを利⽤するために必要となるログイン⽤の
アカウントを電⼦メール若しくは郵送でお客様に対し通知するものとします。 
2.お客様は、前項のアカウントの管理責任を負うものとします。 
3.お客様は、第 1 項のアカウントを第三者に貸与、賃貸、譲渡、売買、質⼊等をしてはなら
ないものとします。 
4.お客様は、お客様の本サービス利⽤上の過誤、お客様の関係者またはその他の第三者がお
客様の契約会社 ID、ユーザ ID またはパスワードを利⽤して⾏った⾏為は、全てお客様の
⾏為とみなされるものとし、お客様は当該第三者等の利⽤についての利⽤料⾦等の⽀払そ
の他⼀切の債務を負担することに同意するものとします。また、当該第三者等の利⽤⾏為に
より当社が損害を被った場合、お客様は当該損害を補填するものとします。 
5.アカウントの管理不⼗分、利⽤上の過誤、第三者の使⽤等により、お客様に発⽣した損害
の責任はお客様⾃⾝が負うものとし、本規約で特に定める場合を除き、当社は⼀切の責任を
負わないものとします。 
6.お客様は、アカウントの盗難及び第三者による不正使⽤を知った場合には、速やかに当社
にその旨を、直接的かつ即時的⼿段により連絡するとともに、当社からの指⽰がある場合に
はこれに従うものとします。 
 
第 20 条(届出事項) 
お客様は、利⽤申込時に当社に届出た事項(住所、商号、代表者もしくは⽒名、その他)に変
更が発⽣した場合には、直ちに当社へ変更の届出を⾏う義務を負うものとします。 
2.前項の届出を怠ったことにより発⽣した、お客様⼜はお客様の関係者およびその他の第三
者に⽣じる損害(本サービスの利⽤停⽌、通知の不達等を含む)について、当社は⼀切の責任
を負わないものとします。 
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3.お客様は、前項の場合または届出事項の誤りにより、当社からの各種通知が不達となった
場合でも、通常到達すべき時に到達したとみなされることを異議なく承認するものとしま
す。 
 
第 21 条(権利の譲渡禁⽌) 
お客様は、当社の書⾯による事前の承諾を得ることなく、有償・無償を問わず、また営利⽬
的か否かを問わず、利⽤個別契約上の地位を第三者に移転してはならず、並びに、利⽤個別
契約上の債権債務を移転させ、または担保に供してはなりません。また、本サービスを第三
者に提供したり、使⽤させたりすることもできないものとします。 
 
第 22 条(禁⽌事項) 
お客様は、本サービスの利⽤にあたって、以下の⾏為を⾏ってはならないものとします。 
(1)当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する⾏為、
⼜は侵害するおそれのある⾏為 
(2)本サービスの内容や本サービスにより利⽤しうる情報を改ざん⼜は消去する⾏為 
(3)利⽤個別契約等に違反して、第三者に本サービスを利⽤させる⾏為 
(4)法令若しくは公序良俗に違反し、⼜は当社若しくは第三者に不利益を与える⾏為 
(5)他者を差別若しくは誹謗中傷し、⼜はその名誉若しくは信⽤を毀損する⾏為 
(6)詐欺等の犯罪に結びつく⼜は結びつくおそれがある⾏為 
(7)わいせつ、児童ポルノ⼜は児童虐待にあたる画像、⽂書等を送信⼜は掲載する⾏為 
(8)無限連鎖講を開設し、⼜はこれを勧誘する⾏為 
(9)第三者になりすまして本サービスを利⽤する⾏為 
(10)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信⼜は掲載する⾏為 
(11)無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する⾏為、⼜は第三者が嫌悪感
を抱く、若しくはそのおそれのあるメール（嫌がらせメール)を送信する⾏為 
(12)第三者の設備等⼜は本サービス⽤設備等の利⽤若しくは運営に⽀障を与える⾏為、⼜
は与えるおそれのある⾏為 
(13)その⾏為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その⾏為を助⻑する態様・⽬
的でリンクをはる⾏為 
 
第 23 条(お客様の責任) 
お客様は、前条各号のいずれかに該当し、または該当するおそれのある⾏為がなされたこと
を知り、または同⾏為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するも
のとします。 
2.お客様は、前条各号に該当する⾏為によって、当社または第三者に損害を与えた場合、お
客様としての地位を喪失した後であっても、当社及び第三者が受けた全ての損害賠償等を



 8 

含む⼀切の法的責任を負うものとします。 
 
第 24 条(財産権) 
本規約で許諾されたライセンスおよび「使⽤許諾条件」により明確に許諾されたものを除い
て、本サービスおよびあらゆるコンテンツに関する権利、権原または利益は、お客様に付与
するものではありません。また、当社は、本サービスまたはコンテンツに関する著作権その
他知的財産権を含む全財産権を保持します。 
 
第 25条(利⽤範囲) 
当社から提供される、本サービスに関する全ての情報及びファイル等は、お客様の社内業務
利⽤の範囲を超えて使⽤をすることは⼀切できないものとします。 
2.本条の規定に違反し紛争が発⽣した場合、お客様は、⾃⼰責任において当該紛争を解決す
ることとし、当社には⼀切の損害を与えないものとします。 
 
第 26条(お客様情報の保護) 
当社におけるお客様情報の取扱については、別途当社が定めるプライバシーポリシーに従
うものとします。 
 
第 27条(個⼈情報の保護) 
お客様は、当社または本サービスを利⽤して知り得る利⽤者の個⼈情報(住所、⽒名、電⼦
メールアドレス、商品購⼊状況その他お客様が収集する情報のうち、単体もしくは他の情報
と照合することにより個⼈を特定できる情報をいいます)につき、個⼈情報保護法、個⼈情
報保護条例、並びに総務省、経済産業省及び厚⽣労働省の定める指針、その他個⼈情報の保
護に関連する基準あるいはお客様の属する業界の団体が定めるガイドライン等において遵
守すべき基準がある場合はそれにしたがって取扱うものとします。 
2.当社は、前項に定める個⼈情報の取扱状況につき、必要に応じてお客様に報告を求めるこ
とができるものとします。 
 
第 28条(アカウントおよびデータ) 
当社は、お客様からご同意いただいた場合ないし第 3 条の場合において事前通知した場合
を除き、本サービスを利⽤し当社が保有する設備に記録されたいかなるデータ、情報または
マテリアル(以下「本データ」といいます)も所有しません。 
2.当社は、お客様の事前の許可なく、または、次項に定める場合を除き、お客様またはお客
様のアカウントおよび本データに関するいかなる情報も、監視、編集または開⽰することは
ありません。 
3.当社は、本サービス上または技術的な問題解決ないしお客様との紛争解決のため、お客様
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のアカウントを利⽤し本データにアクセスすることがあります。 
4.当社は、お客様による本データの抹消、改変、破壊、損害、損失もしくは保存の失敗に関
して⼀切責任ないし義務を負いません。 
 
第 29条(本サービスの⼀時停⽌) 
当社は、以下のいずれかの事由がある場合は、お客様の承諾を得ることなく本サービスの提
供を中断することができるものとします。ただし、本項に基づき本サービスの提供を中断す
る場合、緊急やむを得ないときを除き、あらかじめお客様に通知します。 
(1) 本サービス⽤設備等の故障により保守を⾏う場合。 
(2) 運⽤上⼜は技術上の理由でやむを得ない場合。 
(3) 電気通信事業者がその役務提供を中⽌することにより、当社が本サービスの提供を⾏う
ことが困難な場合。 
(4) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴⽕、洪⽔、津波、⽕災、停電その他の⾮常事態
の発⽣もしくは発⽣する恐れがあるとき、または当社の電気通信設備の障害その他やむを
えない事由によりサービスを提供できない恐れがあり、電気通信事業法第 8 条および関連
省令で定める重要通信を確保する必要がある場合。 
2.当社は、前項の本サービスの提供の中断により、お客様⼜は第三者が被ったいかなる損害
についても、本規約で特に定める場合を除き、その責任を負わないものとします。 
 
第 30 条(本サービスの停⽌⼜は終了) 
当社はお客様に次の各号の⼀にでも該当する事由が⽣じたときは、催告を要することなく
本サービスの停⽌⼜は利⽤個別契約の全部もしくは⼀部を解除することができるものとし
ます。 
(1) 通知内容等に虚偽記⼊⼜は記⼊もれがあった場合。 
(2) ⽀払停⽌⼜は⽀払不能となった場合。 
(3) 第 15条（利⽤料⾦等の⽀払い）の規定にも関わらず、本サービスの利⽤料⾦⼜はその
他の利⽤個別契約等に基づく債務の⽀払を怠り、さらに所定の⽀払期⽇の属する⽉の翌⽉
25⽇までの⽀払猶予期間内においても⽀払を履⾏しなかった場合。 
(4) ⼿形⼜は⼩切⼿が不渡りとなった場合。 
(5) 差押え、仮差押えもしくは競売の申⽴があったとき⼜は公租公課の滞納処分を受けた場
合。 
(6) 破産、会社整理開始、会社更⽣⼿続開始若しくは⺠事再⽣⼿続開始の申⽴があったとき
⼜は信⽤状態に重⼤な不安が⽣じた場合 
(7) お客様が暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係、総会屋、社会活動標榜ゴロ、特殊知能暴⼒集
団若しくはそれらの関係者（以下総じて「反社会的勢⼒」という）に該当し、⼜は反社会的
勢⼒との取引若しくは⼈的、資⾦的関係があると甲が判断したとき 
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(8) 役員または従業員のうちに反社会的勢⼒に該当する者がある場合。 
(9) お客様(お客様が法⼈である場合はその役員)が刑事事件によって逮捕もしくは勾留さ
れた場合またはお客様(お客様が法⼈である場合はその役員)が刑事訴追を受けた場合。 
(10) ⾃らまたは第三者を利⽤して、当社または当社のお客様に対して、⾵説を流布し、偽
計または威⼒を⽤いて相⼿⽅ないし第三者の信⽤を毀損し、詐術、粗野な振舞い、合理的範
囲を超える負担の要求、暴⼒的⾏為または脅迫的⾔辞を⽤いるなど市⺠社会の秩序や安全
に脅威を与え健全な経営活動や社会の発展を妨げるおそれのある⾏為等をした場合。 
(11) 当社または当社のお客様に対し、⾃⾝が反社会的勢⼒である旨を伝え、または⾃⾝の
関係団体もしくは関係者が反社会的勢⼒である旨を伝えるなどした場合。 
(12) 反社会的勢⼒に対し資⾦提供その他便益の供与等をしている場合。 
(13) 監督官庁から営業許可の取消、停⽌等の処分を受けた場合 
(14) 利⽤個別契約等に違反し甲がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正さ
れない場合 
(15) 解散、減資、営業の全部⼜は重要な⼀部の譲渡等の決議をした場合 
(16) 利⽤個別契約を履⾏することが困難となる事由が⽣じた場合 
2.前項により利⽤個別契約が解除されたときは、当社より借り受けた動産等がある場合には、
お客様は直ちに⾃⼰の費⽤にて当社に返却するものとします。また、解除時点において、本
サービスに基づくお客様の債務が残っている場合には、お客様は当該債務についての期限
の利益を喪失し、お客様は当社に対して直ちに全ての債務を弁済するものとします。 
3.本条第 1 項により利⽤個別契約が解除され、あるいは本規約の各条項についてお客様に違
反があり、これにより当社に損害が発⽣したときは、お客様は当社に対しその損害を賠償す
るものとします。 
4.当社は、本条第 1 項により利⽤個別契約を解除した場合、お客様のアカウントを無効に
し、また、本データの削除および廃棄をすることができます。 
 
第 31 条(賠償責任の範囲) 
本サービスの全部⼜は⼀部が当社の責に帰すべき事由により、お客様において全く利⽤で
きない(当社が本サービスを全く提供しない場合、もしくは本サービス提供の⽀障が著しく、
その程度が全く利⽤できないに等しい場合をいい、以下、「利⽤不能」といいます)状態とな
ったときは、お客様は直ちにその旨を当社に通知するものとします。 
2.債務不履⾏責任、不法⾏為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス⼜
は利⽤個別契約等に関して、当社がお客様に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に
帰すべき事由により⼜は当社が利⽤個別契約等に違反したことが直接の原因でお客様に現
実に発⽣した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとし
ます。ただし、お客様の当社に対する損害賠償請求は、お客様による対応措置が必要な場合
にはお客様が前項に従い対応措置を実施したときに限り⾏えるものとします。なお、当社の
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責に帰すことができない事由から⽣じた損害、当社の予⾒の有無を問わず特別の事情から
⽣じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。 
(1) 当該事由が⽣じた⽉の前⽉末⽇から初⽇算⼊にて起算して、過去 12ヶ⽉間に発⽣した
当該本サービスに係わる料⾦の平均⽉額料⾦（1ヶ⽉分） 
(2) 当該事由が⽣じた⽉の前⽉末⽇から初⽇算⼊にて起算して本サービスの開始⽇までの
期間が 1ヶ⽉以上ではあるが 12ヶ⽉に満たない場合には、当該期間（1⽉未満は切捨て）
に発⽣した当該本サービスに係わる料⾦の平均⽉額料⾦（1ヶ⽉分） 
(3)前各号に該当しない場合には、当該事由が⽣じた⽇の前⽇までの期間に発⽣した当該本
サービスに係わる料⾦の平均⽇額料⾦（1 ⽇分）に 30 を乗じた額 
 
第 32 条(免責事項) 
本サービス⼜は利⽤個別契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範
囲に限られるものとし、当社は、以下の事由によりお客様に発⽣した損害については、債務
不履⾏責任、不法⾏為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わな
いものとします。 
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗⼒ 
(2) 本サービス⽤設備の保守上⼜は⼯事上やむを得ない場合の本サービスの停⽌に起因す
る損害 
(3) お客様設備の障害⼜は本サービス⽤設備までのインターネット接続サービスの不具合
等、お客様の接続環境の障害 
(4) 本サービス⽤設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する
損害 
(5) 当社が第三者から導⼊しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者
からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータ
ウィルスの本サービス⽤設備への侵⼊ 
(6) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス⽤設備等への第三者に
よる不正アクセス⼜はアタック、通信経路上での傍受 
(7) 当社が定める⼿順・セキュリティ⼿段等をお客様が遵守しないことに起因して発⽣した
損害 
(8) 本サービス⽤設備のうち当社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、
DBMS)及びデータベースに起因して発⽣した損害 
(9) 本サービス⽤設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発⽣した損害 
(10) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発⽣した損害 
(11) 刑事訴訟法第 218条（令状による差押え・捜索・検証）、犯罪捜査のための通信傍受に
関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な
処分 
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(12) 当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故 
(13) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責
事由がない場合 
(14) その他当社の責に帰すべからざる事由 
2.当社は、お客様が本サービスを利⽤することによりお客様と第三者との間で⽣じた紛争等
について⼀切責任を負わないものとします。 
3.本サービスのお客様への適⽤可能性、利便性、有効性、特定の⽬的適合性等はお客様の責
任において判断するものとし、当社はこれらの点について何らの保証をするものではあり
ません。 
 
第 33 条(第三者からの請求) 
お客様が本サービスを利⽤したことによって第三者から当社に対して請求がなされ、ある
いは訴えが提起されるなどした場合、お客様は、⾃⼰の責任と費⽤負担で当該紛争を処理解
決するものとします。 
2.前項に規定する紛争により当社が損害を被った場合、お客様は当該損害を賠償するものと
します。 
3.前各項の規定は、紛争の原因が当社のみにある場合は除きます。また、その原因がお客様
と当社に共通してある場合は、お客様と当社は協⼒して解決に当たるものとし、その費⽤負
担等についても協議して定めるものとします。 
 
第 34 条(疑義解釈) 
本規約に定めのない事項および本規約条項中疑義の⽣じた事項については、お客様と当社
との間で別途協議の上決定するものとします。 
 
第 35条(準拠法) 
本規約の準拠法は⽇本法とし、その成⽴、効⼒、履⾏及び解釈に関しては、⽇本国における
各法令が適⽤されるものとします。 
 
第 36条(管轄裁判所) 
本規約及び本サービスに関する紛争については、その訴額に応じて、東京地⽅裁判所⼜は東
京簡易裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所として、解決を図るものとします。ただし、
当社は、お客様の所在地に訴訟を提起することができます。 
 
 
(附則) 
2012年 12⽉ 1 ⽇施⾏ 
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̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶- 
本約款は変更する場合がございます。 
2012年 12⽉ 04 ⽇改定 
2015年 04⽉ 01 ⽇改定（社名変更） 


